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告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
五
百
十
四
号 

 
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ 

り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
施
設
の
使
用
料
の
徴
収
事
務
を
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
者
に
、 

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
委
託
し
た
。 

平
成
三
十
年
五
月
七
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 
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埼
玉
県
社
会
福
祉

総
合
セ
ン
タ
ー 

施

設

の

名

称 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
針
ヶ
谷
四
丁
目
二
番
六

十
五
号 

社
会
福
祉
法
人
埼
玉
県
社
会
福
祉
協
議
会 

会
長 

上
田 

清
司 

 
 

受

託

者

の

住

所

、

名

称

及

び

代

表

者

氏

名

 

平
成
三
十
年
四

月
一
日
か
ら
平

成
三
十
一
年
三

月
三
十
一
日
ま

で 委

託

期

間 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
五
百
十
五
号 

 
国
土
交
通
省
国
土
地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の

で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す

る
。 
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五
月
七
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一 

作
業
種
別 

 
 

基
本
測
量
（
基
本
重
力
測
量
） 

二 

作
業
期
間 

 
 

平
成
三
十
年
五
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

三 

作
業
地
域 

 
 

加
須
市
、
羽
生
市
、
久
喜
市
、
行
田
市
、
熊
谷
市
、
幸
手
市
、
鴻
巣
市
、
吉
見
町 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
五
百
十
六
号 

 
平
成
二
十
九
年
埼
玉
県
告
示
第
八
百
九
十
四
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
は
、
平
成
三
十
年
三
月

十
四
日
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
幸
手
市
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和

二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
五
月
七
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